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「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）」の 

令和４年度以降の継続について（要望） 

これまでの新型コロナウイルス感染症に係る緊急包括支援交付金や診療報酬に

おける特例対応等により、様々な形で医療機関を支援していただいていることに

つき、改めて感謝申し上げます。 

現在のところ、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）につい

ては、令和４年３月末までの対応とされておりますが、本年に入って、オミクロ

ン株により、全国の新規感染者数が爆発的に増えたように、新型コロナウイルス

感染症については、引き続き予断を許さない状況にあります。 

 全国の医療機関が新型コロナウイルス感染症に対応しなければならない状況が

続く限りは、安定的な地域医療を確保・継続していくために、病床確保料、各種

設備整備事業、医療従事者派遣事業、ワクチン接種体制支援事業など、緊急包括

支援事業（医療分）における全ての事業を令和４年４月以降も継続していただく

ことが必要であり、ここに強く要望いたします。 




